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古村　伸宏     労協連だより 田 嶋　康 利

　日本労協連は来る６月27～28日、ニッ
ショーホール（東京・虎ノ門）において第35
回定期全国総会を開催する（センター事業
団第29回総代会は28～29日）。
　今、世界は金融資本主義の危機とグロー
バル経済による富の一極集中と地域経済・
社会の崩壊、そして貧困や格差の拡大、労
働の破壊を極限まで進めている。また、我
が国における国家主義に基づく「戦争がで
きる国づくり」への危険な兆候は、働く人
びとや市民の生活や労働の危機を一層深化
させていくと同時に、福祉の抑圧、基本的
人権の破壊、とりわけ人びとから自治の権
利を奪い去ろうとしている。しかも、これ
から日本社会は成長なき人口減少社会、超
少子・超高齢化社会という戦後誰も経験し
たことのない未曾有の歴史的事態に突入す
る。この流れの基調は、2060年頃まで続く
と言われている。
　それら外的環境が大きく変化する歴史的
転換期の中で、生活と地域の必要に応える
事業運動を推進する協同労働の協同組合

（ワーカーズコープ）は今も着実に発展を続
け、さらにその果たす社会的・歴史的役割
や期待は今後一層大きくなるものと確信す
る。
　私たちは、地域の社会資源を活かした第
一次産業の再生を展望した新たな事業への
挑戦、地域で自給循環するコミュニティ経
済の再生と就労創出・仕事おこし、市民が
労働力を持ち寄って協同組合設立に参加す

る新しい経営路線としての社会連帯経営の
確立と社会連帯運動の本格化、そしてそれ
らの事業運動の中心となる総合福祉拠点づ
くりに本格的に挑戦する。これからの50年、
社会の歴史的転換期において、日本社会が
明日への希望と未来を切り拓くものとなる
よう、日本労協連は第35回全国総会におい
て中長期的な協同労働運動の発展に向けた
新しい方針と「協同労働の協同組合」新原
則案を提起する。
　先日６月５日、安倍首相はG7開催中の
ベルギーにおいて、「集団的自衛権の行使
容認に向けた解釈改憲を今国会中に閣議決
定する」との指示を出した。これは、交戦
権の保持を内外に宣言すると同時に、東ア
ジアや世界に一層の緊張を拡大し、まさに

「戦争をする国づくり」へと道を拓くもの
であり、決して許してはならない。このこ
とを含めて、連合会第35回全国総会、セン
ター事業団第29回総代会は、通常の総会、
総代会とははるかに重い意味を持つものに
なると考えている。
　協同総研の会員・研究者の皆さんも、ぜ
ひ労協連総会、センター事業団総代会にご
出席いただければと思う。

※ 労協連第35回定期全国総会：2014年６月
27日（金）10：30～28日（土）12：00

　 センター事業団第29回総代会：2014年６
月28日（土）13：00～29日（日）16：00

　 会場は、いずれもニッショーホール（東京・
虎ノ門）
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